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―
遺
留
分
の
「
固
定
合
意
」
に
お
け
る
非
上
場

株
式
の
評
価
方
式
〜
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
―

は
じ
め
に

平
成
２１
年
２
月
、
中
小
企
業

庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、『
経

営
承
継
法
に
お
け
る
非
上
場
株

式
等
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
が

公
表
さ
れ
ま
し
た
。

経
営
承
継
法
第
４
条
第
１
項

第
２
号
で
は
、
旧
代
表
者
の
推

定
相
続
人
全
員
で
、
１
人
の
後

継
者
が
旧
代
表
者
か
ら
贈
与
に

よ
り
特
例
中
小
企
業
者
の
株
式

を
取
得
し
た
場
合
、「
遺
留
分

を
算
定
す
る
た
め
の
財
産
の
価

額
に
算
入
す
べ
き
価
額
を
合
意

の
時
に
お
け
る
価
額
に
固
定
す

る
こ
と
」
を
内
容
と
す
る
合
意

（
固
定
合
意
）
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨
規
定
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
固
定
合
意
に
お
け

る
株
式
の
価
額
は
、
弁
護
士
・

公
認
会
計
士
・
税
理
士
等
が
、

「
そ
の
時
に
お
け
る
相
当
な
価

額
」（
合
意
時
価
額
）
と
し
て

証
明
し
た
も
の
に
限
ら
れ
ま

す
。以

下
、
合
意
時
価
額
の
評
価

方
式
の
参
考
と
し
て
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
裁

判
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

１
、
譲
渡
制
限
株
式

の
売
買
価
格
決
定

申
立
事
件

非
上
場
株
式
の
評
価
方
式
と

し
て
は
、
収
益
方
式
（
収
益
還

元
方
式
・
Ｄ
Ｃ
Ｆ
方
式
・
配
当

還
元
方
式
）
、
純
資
産
方
式
（
簿

価
純
資
産
方
式
・
時
価
純
資
産

方
式
）
、
比
準
方
式
（
類
似
会

社
比
準
方
式
・
類
似
業
種
比
準

方
式
・
取
引
事
例
方
式
）
及
び

こ
れ
ら
の
併
用
方
式
が
あ
り
ま

す
。合

意
時
価
額
の
評
価
は
、
事

業
承
継
の
た
め
の
企
業
支
配
株

の
贈
与
を
前
提
と
す
る
も
の
で

す
か
ら
、
改
正
前
商
法
・
会
社

法
に
お
け
る
譲
渡
制
限
株
式
の

売
買
価
格
決
定
申
立
事
件
の
評

価
方
式
が
参
考
に
な
り
ま
す
。

こ
の
事
例
は
、
父
親
（
抗
告

人
）
に
対
し
て
、
長
男
が
不
動

産
の
賃
貸
・
管
理
等
を
行
う
Ａ

社
株
式
の
売
渡
請
求
を
し
た
こ

と
か
ら
、
そ
の
売
買
価
格
に
つ

い
て
争
わ
れ
た
も
の
で
す
。

裁
判
所
で
は
、
次
の
と
お
り

判
断
し
、
純
資
産
価
額
（
１２
万

２
８
１
２
円
）
の
７
割
と
収
益

還
元
価
額
（
９
２
６
円
）
の
３

割
の
合
計
額
か
ら
、
市
場
性
が

な
い
こ
と
か
ら
合
計
額
の
３
割

を

控

除

し

た

金

額
（
６
万

０
３
７
２
円
）
を
売
買
価
格
と

決
定
し
ま
し
た
。

①

Ａ
社
は
、
設
立
以
来
１９
年

間
営
業
を
継
続
し
、
今
後
直
ち

に
解
散
し
て
清
算
す
る
と
は
認

め
ら
れ
な
い
か
ら
、
清
算
を
擬

制
し
た
純
資
産
価
額
方
式
の
み

に
よ
っ
て
売
買
価
格
を
決
定
す

る
の
は
相
当
で
は
な
い
。

②

Ａ
社
に
類
似
し
た
上
場
会

社
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
業

種
、
態
様
の
類
似
す
る
上
場
会

社
を
選
定
し
、
収
益
、
配
当
、

純
資
産
等
を
比
準
し
て
株
式
の

価
格
を
算
定
す
る
類
似
業
種
比

準
方
式
は
採
用
し
難
い
。

③

Ａ
社
は
無
配
な
の
で
、
配

当
還
元
方
式
も
採
用
し
難
い
。

④

し
た
が
っ
て
、
売
買
価
格

は
、
純
資
産
価
額
方
式
と
収
益

還
元
方
式
を
併
用
し
て
算
定
す

べ
き
で
あ
る
。

上
記
の
東
京
高
裁
判
決
は
、

Ａ
社
は
資
産
保
有
を
目
的
と
す

る
色
彩
の
強
い
会
社
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
純
資
産
価
額
方
式
に

重
点
を
置
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
創
業
後
、

年
月
の
経
過
し
て
い
な
い
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
の
売
買
価
格
の
決

定
に
つ
い
て
、
純
資
産
方
式
の

併
用
を
排
除
し
、
収
益
還
元
方

式
で
行
っ
た
事
例
も
あ
り
ま

す
。裁

判
所
で
は
、
Ｂ
社
は
、
①

清
算
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
、
②
売
上
げ
は
順
調
に
推
移

し
て
お
り
、
今
後
も
一
定
程
度

の
利
益
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、

③
資
産
に
含
み
益
が
あ
る
不
動

産
等
は
存
在
し
な
い
こ
と
等
、

を
考
慮
し
、
イ
ン
カ
ム
ア
プ
ロ

ー
チ
で
あ
る
収
益
還
元
方
式
を

採
用
し
て
い
ま
す
。

２
、
損
害
賠
償
請
求

事
件
等

次
の
東
京
地
裁
は
、
違
法
な

第
三
者
増
資
に
よ
り
、
損
害
を

被
っ
た
と
し
て
、
旧
株
主
が
取

締
役
ら
に
損
害
賠
償
請
求
を
提

起
し
た
も
の
で
す
。

原
告
は
、
Ｃ
社
（
発
行
済
株

式
総
数
１８
万
株
）
の
株
式
１
万

９
３
０
０
株
を
保
有
し
て
い
ま

し
た
が
、
被
告
取
締
役
ら
は
、

額
面
普
通
株
式
３０
万
株
を
、
発

行
価
額
５０
円
で
新
株
発
行
を
行

い
、
被
告
組
合
に
全
株
を
割
り

当
て
ま
し
た
。

裁
判
所
で
は
、
一
般
に
「
公

正
な
発
行
価
額
」
と
は
、
株
式

価
格
、
資
産
状
態
、
収
益
状

態
、
配
当
状
況
等
の
諸
事
情
を

総
合
し
て
、
旧
株
主
と
資
金
調

達
の
実
現
と
い
う
利
益
の
調
和

の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
判
示
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
非
公
開
会
社
で
あ

る
Ｃ
社
の
公
正
な
発
行
価
額

は
、
時
価
純
資
産
方
式
に
よ
る

評
価
額
８
３
０
３
円
の
３
割
、

２
４
９
０
円
と
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
と
し
ま
し
た
。

３
割
評
価
の
根
拠
と
し
て
、

Ｃ
社
は
繊
維
業
界
の
不
況
の
た

め
に
利
益
を
出
し
得
る
状
態
に

な
く
無
配
で
、
被
告
組
合
が
発

行
済
株
式
の
４０
％
以
上
を
保
有

す
る
な
ど
株
式
の
流
通
性
な
い

し
譲
渡
性
が
著
し
く
低
い
こ
と

等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
地
裁
は
、
平
成
１０
年
４

月
１
日
、
Ｄ
社
が
、
商
法
２
１
０

条
（
平
１３
法
７９
号
改
正
前
）
に

違
反
し
、
自
己
株
式
を
取
得
し

た
た
め
、
損
害
を
被
っ
た
と
し

て
、
同
社
の
株
主
か
ら
提
起
さ

れ
た
株
主
代
表
訴
訟
で
す
。

裁
判
所
で
は
、
そ
の
損
害
額

を
算
定
す
る
に
当
た
り
、
自
己

株
式
の
価
格
を
、
時
価
純
資
産

方
式
に
よ
る
評
価
額
２
、
収
益

還
元
方
式
に
よ
る
評
価
額
１
の

各
割
合
で
加
重
平
均
す
る
併
用

方
式
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

そ
の
根
拠
は
次
の
と
お
り
で

す
。

①

本
件
自
己
株
式
の
譲
渡

は
、
支
配
株
主
間
の
株
式
移
動

で
あ
る
か
ら
、
本
件
自
己
株
式

の
価
格
は
企
業
支
配
株
式
と
し

て
評
価
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ

り
、
そ
の
評
価
方
式
は
、
時
価

純
資
産
方
式
及
び
収
益
還
元
方

式
の
併
用
方
式
に
よ
る
べ
き
で

あ
る
。

②

総
資
産
の
う
ち
に
多
額
の

営
業
に
直
接
関
わ
り
の
な
い
資

産
が
有
り
、
か
つ
、
営
業
用
資

産
と
そ
れ
以
外
の
資
産
と
を
明

確
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
勘
案
し
、
時
価
純
資

産
方
式
に
よ
る
評
価
に
重
点
を

置
く
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。

お
わ
り
に

合
意
時
価
額
は
、
相
続
税
評

価
額
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
評

価
方
式
と
し
て
は
国
税
庁
方
式

も
一
つ
の
選
択
肢
と
な
り
ま
す
。

裁
判
例
と
実
際
の
評
価
会
社

の
諸
事
情
・
株
主
の
立
場
等
が

同
じ
事
案
は
皆
無
で
す
。
結

局
、
裁
判
例
を
土
台
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
評
価
会
社
に
と
っ
て
、

客
観
的
な
評
価
を
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

な
お
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
は
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
全
て
の
裁
判
例
が
収
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
検
索
す
る
場
合

は
、
商
事
事
件
・
損
害
賠
償
事

件
等
は
、
税
区
分
『
そ
の
他
』
、

検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
『
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
』
で
す
。
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